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非公式訳 

投資委員会布告 

第 Sor. 4／2563 号 

件名：投資委員会布告第 2／2557号に基づく 

投資奨励対象業種表の改定 

-------------------------------------------------- 

仏暦 2557 年（2014 年）12 月 3 日付投資委員会布告第 2／2557 号「投資奨励

政策および基準」に引き続き、 

バイオエコノミー (Bio Economy) 、サーキュラーエコノミー (Circular 

Economy) 、グリーンエコノミー (Green Economy) の BCG モデル下で農業および農産業に

投資・強化を推進し、農業廃棄物を有効利用かつ、スマートシティ開発を奨励することを目

的とし、投資委員会は仏暦 2520 年（1977 年）投資奨励法第 16 条、第 18 条、第 31 条およ

び第 35 条の権限に基づき、以下の通り公布する。 

1. 仏暦 2557年（2014年）12 月 3日付投資委員会布告第 2／2557 号巻末の業

種 1.8、1.15、1.19、1.22、7.31 および 7.32 の内容を廃止し以下の内容を代わりに使用す

ることで、投資奨励対象業種を改定する。 

 

業種 条件 恩典 

1.8 植物、野菜、果

物、花の品質選

別、包装、保存 

1. 果物の果肉検査センサー、高周波による殺虫処理、

核磁気共鳴(Nuclear Magnetic Resonance)などの高

度技術を使用する場合 

2. 種子用色彩選別機、蒸熱による果実蝿の卵の殺滅処

理、種子コーティングなどの近代技術を使用する場

合 

3. コメの品質選別のみ 

- 高度技術を使用する場合 

- 高度技術を使用しない場合 

 

A2 

 

 

A3 
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業種 条件 恩典 

1.15 農業の副産物ある

いは廃棄物からの

製品、または農業

の副産物あるいは

廃棄物による材料

から製品の製造

（加熱乾燥や天日

干し など生産工

程が単純なものを

除く） 

 A4 

1.19 冷蔵・冷凍倉庫、

または冷蔵・冷凍

倉庫および冷蔵・

冷凍輸送 

環境への影響が少ない冷媒を使用しなければならな

い。尚、地球温暖化係数（Global Warming 

Potential：GWP）などの関連指標を審査する。 

B1 

1.22 動物用飼料または

動物用飼料成分の

製造 

場合① 

1. 奨励証書に指定された操業開始期限内に ISO22000 

等の食品安全管理システム規格、または 世界食品

安全イニシアチブ（Global Food Safety 

Initiative：GFSI）が認証した規格の認証を取得す

ること。 

2. トレーサビリティ(Traceability) システムを有す

ること。 

3. 法人所得税免除恩典の使用申請のために、規格の認

証申請証拠または認証申請準備証拠を提示するこ

と。 

場合② 

1. 奨励証書に指定された操業開始期限内に HACCP、

GMP 等の国際規格の認証を取得すること。  

2. 動物用飼料または動物用飼料成分の製造において国

際規格の認証を取得したことのない法人であるこ

と。 

3. トレーサビリティ(Traceability) システムを有す

ること。 

4. 法人所得税免除恩典の使用申請のために、規格の認

証申請証拠または認証申請準備証拠を提示するこ

と。 

場合③ 

場合①および場合②を満たさない場合 

 

A3 
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業種 条件 恩典 

7.31 スマートシティ地

域開発事業 

1. タイ国籍者が登録資本金の 51% 以上の株式を保有す

ること。 

2. 光ファイバー（Fiber Optic）、公衆無線 LAN

（Public Wifi）などのスマートシステムに対応で

きる通信インフラが揃っていること。 

3. スマート環境（Smart Environment）サービスを提

供し、以下の他の 6 つのスマートシステムサービス

のうち少なくとも一つのサービスを提供すること。

スマートモビリティ（Smart Mobility）、スマート

人材（Smart People）、スマート生活（Smart 

Living）、スマート経済（Smart Economy）、スマ

ートガバナンス（Smart Governance）並びにスマー

トエネルギー（Smart Energy） 

4. 情報収集および管理システムを有すること。スマー

トシティ域内でマネージメントやサービス提供のた

めの情報の連携または共用をする。（Open Data 

Platform） 

5. 投資奨励申請書提出の前に、スマートシティ開発関

係委員会または機関の同意を得ること。 

6. 地域開発の目的に合致する目標を設定し、実施する

こと。 

7. 地元住民の意見を受け入れる行程を有し、地元住民

参加型の計画を提案すること。 

8. 法人所得税免除の対象となる収入は、委員会が同意

したスマートシステムから齎された地域内でのサー

ビス料でなければならない。 

9. 東部特別開発区（EEC）に立地する場合は、法人所

得税免除期間終了後、さらに 5 年間にわたり法人所

得税を 50% 減税する。 

 

A2 

7.32 スマートシティの

システム開発事業 

1. 委員会が指示した以下のスマートシティサービスの

内に一つまたは多数の適切なサービスを開発、設

置・据え付け、提供すること。スマートモビリティ

（Smart Mobility）、スマート人材（Smart 

People）、スマート生活（Smart Living）、スマー

ト経済（Smart Economy）、スマートガバナンス

（Smart Governance）、スマートエネルギー

（Smart Energy）並びにスマート環境（Smart 

Environment） 

A2 
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業種 条件 恩典 

2. スマートシティ開発関係委員会または機関が同意し

たスマートシティ開発のプロジェクトの一部として

見なされること。 

3. 東部特別開発区（EEC）に立地する場合は、法人所

得税免除期間終了後、さらに 5 年間にわたり法人所

得税を 50% 減税する。 

 

2. 仏暦 2557年（2014年）12 月 3日付投資委員会布告第 2／2557 号巻末の 1 

類に内容を追加し、業種、条件及び恩典を以下の通り定める。 

業種 条件 恩典 

1.24 植物工場（Plant 

Factory） 

1. 閉鎖的な空間で特別に設計された施設内にて植

物を栽培すること。 

2. 光の強度、温度、湿度、二酸化炭素の量、様々

なミネラルの制御等の物理的環境制御、ならびに

水や空気や従業員による細菌と虫の汚染などの生

物的環境制御において栽培環境制御システムを設

置すること。 

3. トレーサビリティ(Traceability) システムを有

すること。 

A3 

 

尚、仏暦 2563 年（2020年）6 月 17日より有効とする。 

公布日：仏暦 2563 年（2020 年）7 月 29 日 

 

 

陸軍大将  プラユット・チャンオーチャー 

（プラユット・チャンオーチャー） 

首相 

投資委員会委員長 

 


